
【有症状者の場合(症状や検査、治療などにより異なる場合があります)】

（例１）発症後5日目に症状が軽快した場合（発症後１日目に検査し、翌日陽性判明）
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（例３）発症後7日目に症状が軽快した場合

1日 2日 3、4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日

発症日

症状軽快 療養終了

【無症状者の場合】
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オミクロン株の患者の療養終了基準（自宅療養の場合）

原則、発症日（発熱等の症状が出始めた日）から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合、療養終了となります（ただし、10日間を経過するま
では検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触及びリスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること
等感染対策を求めています。）。
※入院している方(高齢者施設に入所している方を含む)は、発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合、療養終了となります。
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（例２）無症状の者が検査翌日に陽性であると判明し、検査から2日目に症状が出現、症状出現後6日目に症状が軽快した場合

検体採取日から7日間経過した場合、療養終了となります。ただし、5日目の抗原定性検査キット(薬事承認されたもの)による検査で陰性を確認した場合に
は、５日間経過後(６日目)に解除可能です。(７日間を経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触及びリスク
の高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等感染対策を求めています。)
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